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平成 23 年度賃金不払残業（サービス残業）に係る 
是正結果について 

 

 
秋田労働局（局長 坂本忠行）は、県内労働基準監督署（６署）において、平

成 23 年４月から平成 24 年３月までの１年間に、時間外労働に対する割増賃金が

不払いになっているとして労働基準法違反で是正指導した事案のうち、１企業で

１００万円以上の割増賃金が支払われた事案を取りまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

  是正した企業数                 １７企業（前年度      ２５企業 ） 

  支払われた割増賃金合計金額    ３，３７９万円（前年度 ４億２，２４７万円） 

  対象労働者数                  ４３９人（前年度       ３，７５９人） 

  １企業で１千万円以上の遡及是正のもの  ０企業（前年度       ４企業） 

１ 平成 23 年度の特徴 

(1) 是正した企業、対象労働者数の減少  

    賃金不払残業で指摘され、是正した企業数とその対象となった労働者数は

減少しました。 

  これは、中小企業金融円滑化法や東日本大震災関連の資金繰り支援策の効

果もあって大型賃金不払残業事案が少なくなったことや、県内では、震災直

後の流通関連事業などの停滞によって、時間外労働そのものが少なくなった

時期があったことの影響などが考えられます。 

(2) １企業当たりの是正額 

  １企業当たりの未払金額で遡及是正した金額は、１９９万円となり、平成

22 年度の１，６９０万円を大幅に下回りました。 

これは、平成 22 年度では、１企業で２億２，２１６万円の遡及是正を行っ

た事案がありましたが、平成 23 年度は、１千万円以上の遡及払の指導を命

じられた企業が１企業もなかったことが理由にあげられます。 
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(3) 1 労働者当たりの是正支払額 

  １労働者当たりの賃金不払残業で遡及払で支払われた賃金額の平均は７．

７万円で、平成 22 年度の 11.2 万円を下回りました。 

  この 7.7 万円という金額は、全国統計での数字である、19 万円（厚生労働

省発表：10 月 16 日[別添]）の数字と比較すると低い金額になっています。 

   
２ 現状と今後の取組 

秋田労働局や県内各労働基準監督署においては、長時間労働や賃金不払残業

（いわゆるサービス残業）の解消を図るため、これまでも「労働時間の適正な

把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準（以下「労働時間適正把握基

準」という。）」（別添２）や「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等

に関する指針（以下「賃金不払残業解消指針」という。）」(別添３）に基づき、

監督指導や各種機会等を通じて、使用者が労働者の労働時間を適正に把握管理

することや、賃金不払残業防止に労使が主体的に取り組むことを強く促してき

ましたが、労働者本人や家族などから寄せられる長時間労働や賃金不払残業に

関する相談がなお多い状況にあります。 
また、県内の情勢は、長期化している円高を背景にした経営悪化や、集約さ

れた大手企業の影響等から経営がひっ迫する企業の発生も懸念され、その結果、

企業が安易に賃金不払残業に走ってしまうことも危惧されます。 
このようなことから、秋田労働局及び県内各労働基準監督署においては、引

き続き、労働者等からの相談や情報等に基づく監督指導の実施や労働時間適正

把握基準及び賃金不払残業解消指針の周知・徹底を図っていくこととしていま

す。 

 

（注）賃金不払残業とは、所定労働時間外に、労働時間の一部又は全部に対して所定   

  の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいいます。 
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別添 １ 

賃金不払残業に係る是正状況 

１ 対象事案 

   平成 23 年４月 1日～平成 24 年３月 31 日の１年間に、秋田労働局管内に

ある労働基準監督署（６署）の労働基準監督官が定期監督及び申告に基づ

く監督指導等を行い、指導を受けた事業場が不払になっていた割増賃金を

支払ったもののうち不払額が１企業当たり合計 100 万円以上となったもの

を集計したもの。 

 

２ 割増賃金の是正支払の状況 

   是正企業数は、17 企業(22 年度 25 企業)、対象労働者数は、439 人(22 年

度 3,759 人)、支払われた割増賃金の合計額は、3,379 万円(22 年度 4億 2,274

万円)だった。 

   また、１企業平均では、199 万円(22 年度 1,690 万円)、１労働者平均で

は8万円(22 年度 11 万円)だった。 

 

３ 業種別等の状況 

 業種別では、是正した企業数、対象労働者数、是正金額（支払われた金額）

とも「製造業」で最も多いことが分かった。 

 

 

（表１）100 万円以上の割増賃金是正支払状況 

業種 企業数 
対象労働者 

(人) 

是正支払額 

(万円) 

１企業平均額 

(万円) 

1 労働者平均額

（万円） 

製造業 6    285    1,603 267 5.6 

建設業 2     18        443 222 24.6 

運輸交通業 1         4        138 138 34.5 

商 業 4        78        675 169 8.7 

保健衛生業 1         3        165 165 55.0 

接客娯楽業 2        50        246 123 4.9 

清掃・と畜業 1         1        109 109 109.0 

合計 17       439      3,379 199 7.7 

 
[参考] 

 平成 13 年度以降の状況（表２） 



別添 ２ 
 

 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準 

(平成13 年4 月6 日付け基発第339 号） 

 

 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使

用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明

らかである。  

 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制（労働者が自己の労働時間

を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。）の不適正な運用に伴い、

割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適

切に管理していない状況もみられるところである。  

 こうした中で、中央労働基準審議会においても平成１２年１１月３０日に「時間外・休日・

深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにす

るため、使用者が始業、終業時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当然の前提とし

ていることから、この前提を改めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ず

べき措置を明らかにした上で適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の

措置を講ずることが適当である。」との建議がなされたところである。  

 このため、本基準において、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的

に明らかにすることにより、労働時間の適正な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に

資するものとする。  

  

１ 適用の範囲  

   本基準の対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定の全部又は一部が適用さ

れる全ての事業場とすること。また、本基準に基づき使用者（使用者から労働時間を管理

する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。）が労働時間の適正な把握を行うべき対象

労働者は、いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者（事業場外労働

を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。）を除くすべての者と

すること。  

   なお、本基準の適用から除外する労働者についても、健康保護を図る必要があることか

ら、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。 

  

２ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置  

（１） 始業・終業時刻の確認及び記録  

 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を

確認し、これを記録すること。 

1 
 

（２） 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法  
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    使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれか

の方法によること。  

    ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。  

    イ タイムカード、ＩＣカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。 

（３） 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置  

 上記（２）の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、

使用者は、次の措置を講ずること。  

    ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を

正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。  

イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについ

て、必要に応じて実態調査を実施すること。  

ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定

するなどの措置を講じないこと。 

  また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働

時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因とな

っていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、

改善のための措置を講ずること。  

（４） 労働時間の記録に関する書類の保存 

 労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第１０９条に基づき、３年間保

存すること。  

（５） 労働時間を管理する者の職務  

 事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の

適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点

の把握及びその解消を図ること。  

（６） 労働時間等設定改善委員会等の活用  

     事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の

労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及

びその解消策等の検討を行うこと。 

 



 別添 ３ 

賃金不払残業の解消を図るために講
ずべき措置等に関する指針 
 （平成15年５月23日付け基発第0523004号）  

 

１ 趣旨  

  賃金不払残業（所定労働時間外に労働時

間の一部又は全部に対して所定の賃金又

は割増賃金を支払うことなく労働を行わ

せること。以下同じ。）は、労働基準法に

違反する、あってはならないものである。  

  このような賃金不払残業の解消を図るた

めには、事業場において適正に労働時間が

把握される必要があり、こうした観点から、

「労働時間の適正な把握のために使用者が

講ずべき措置に関する基準」（平成１３年４

月６日付け基発第３３９号。以下「労働時

間適正把握基準」という。）を策定し、使用

者に労働時間を管理する責務があることを

改めて明らかにするとともに、労働時間の

適正な把握のために使用者が講ずべき措置

等を具体的に明らかにしたところである。  

  しかしながら、賃金不払残業が行われる

ことのない企業にしていくためには、単に

使用者が労働時間の適正な把握に努めるに

止まらず、職場風土の改革、適正な労働時

間の管理を行うためのシステムの整備、責

任体制の明確化とチェック体制の整備等を

通じて、労働時間の管理の適正化を図る必

要があり、このような点に関する労使の主

体的な取組を通じて、初めて賃金不払残業

の解消が図られるものと考えられる。  

  このため、本指針においては、労働時間

適正把握基準において示された労働時間の

適正な把握のために使用者が講ずべき措置

等に加え、各企業において労使が各事業場

における労働時間の管理の適正化と賃金不

払残業の解消のために講ずべき事項を示し、

企業の本社と労働組合等が一体となっての

企業全体としての主体的取組に資すること

とするものである。  

 

２ 労使に求められる役割  

 (1) 労使の主体的取組  

   労使は、事業場内において賃金不払残

業の実態を最もよく知るべき立場にあり、

各々が果たすべき役割を十分に認識する

とともに、労働時間の管理の適正化と賃

金不払残業の解消のために主体的に取り

組むことが求められるものである。  

   また、グループ企業などにおいても、

このような取組を行うことにより、賃金

不払残業の解消の効果が期待できる。  

 (2) 使用者に求められる役割  

   労働基準法は、労働時間、休日、深夜

業等について使用者の遵守すべき基準を

規定しており、これを遵守するためには、

使用者は、労働時間を適正に把握する必

要があることなどから、労働時間を適正

に管理する責務を有していることは明ら

かである。したがって、使用者にあって

は、賃金不払残業を起こすことのないよ

う適正に労働時間を管理しなければなら

ない。  

 (3) 労働組合に求められる役割  

   一方、労働組合は、時間外・休日労働

協定（３６協定）の締結当事者の立場に

立つものである。したがって、賃金不払

残業が行われることのないよう、本社レ

ベル、事業場レベルを問わず企業全体と

してチェック機能を発揮して主体的に賃

金不払残業を解消するために努力すると

ともに、使用者が講ずる措置に積極的に

協力することが求められる。  

 (4) 労使の協力  

   賃金不払残業の解消を図るための検討

については、労使双方がよく話し合い、

十分な理解と協力の下に、行われること

が重要であり、こうした観点から、労使

からなる委員会（企業内労使協議組織）

を設置して、賃金不払残業の実態の把握、

具体策の検討及び実施、具体策の改善へ

のフィードバックを行うなど、労使が協

力して取り組む体制を整備することが望

まれる。  

 

３ 労使が取り組むべき事項  

 (1) 労働時間適正把握基準の遵守  

   労働時間適正把握基準は、労働時間の

適正な把握のために使用者が講ずべき具

体的措置等を明らかにしたものであり、

使用者は賃金不払残業を起こすことのな

いようにするために、労働時間適正把握

基準を遵守する必要がある。  

   また、労働組合にあっても、使用者が

適正に労働時間を把握するために労働者

に対して労働時間適正把握基準の周知を

行うことが重要である。  

 (2) 職場風土の改革  

   賃金不払残業の責任が使用者にあるこ

とは論を待たないが、賃金不払残業の背

1 

 



景には、職場の中に賃金不払残業が存在

することはやむを得ないとの労使双方の

意識（職場風土）が反映されている場合

が多いという点に問題があると考えられ

ることから、こうした土壌をなくしてい

くため、労使は、例えば、次に掲げるよ

うな取組を行うことが望ましい。  

  ① 経営トップ自らによる決意表明や社

内巡視等による実態の把握  

  ② 労使合意による賃金不払残業撲滅の

宣言  

  ③ 企業内又は労働組合内での教育  

 (3) 適正に労働時間の管理を行うためのシ

ステムの整備  

  ① 適正に労働時間の管理を行うための

システムの確立  

    賃金不払残業が行われることのない

職場を創るためには、職場において適

正に労働時間を管理するシステムを確

立し、定着させる必要がある。  

    このため、まず、例えば、出退勤時

刻や入退室時刻の記録、事業場内のコ

ンピュータシステムへの入力記録等、

あるいは賃金不払残業の有無も含めた

労働者の勤務状況に係る社内アンケー

トの実施等により賃金不払残業の実態

を把握した上で、関係者が行うべき事

項や手順等を具体的に示したマニュア

ルの作成等により、「労働時間適正把握

基準」に従って労働時間を適正に把握

するシステムを確立することが重要で

ある。  

    その際に、特に、始業及び終業時刻

の確認及び記録は使用者自らの現認又

はタイムカード、ＩＣカード等の客観

的な記録によることが原則であって、

自己申告制によるのはやむを得ない場

合に限られるものであることに留意す

る必要がある。  

  ② 労働時間の管理のための制度等の見

直しの検討  

    必要に応じて、現行の労働時間の管

理のための制度やその運用、さらには

仕事の進め方も含めて見直すことにつ

いても検討することが望まれる。特に、

賃金不払残業の存在を前提とする業務

遂行が行われているような場合には、

賃金不払残業の温床となっている業務

体制や業務指示の在り方にまで踏み込

んだ見直しを行うことも重要である。  

    その際には、例えば、労使委員会に

おいて、労働者及び管理者からヒアリ

ングを行うなどにより、業務指示と所

定外労働のための予算額との関係を含

めた勤務実態や問題点を具体的に把握

することが有効と考えられる。  

  ③ 賃金不払残業の是正という観点を考

慮した人事考課の実施  

    賃金不払残業の是正という観点を考

慮した人事考課の実施（賃金不払残業

を行った労働者も、これを許した現場

責任者も評価しない。）等により、適正

な労働時間の管理を意識した人事労務

管理を行うとともに、こうした人事労

務管理を現場レベルでも徹底すること

も重要である。  

 (4) 労働時間を適正に把握するための責任

体制の明確化とチェック体制の整備  

  ① 労働時間を適正に把握し、賃金不払残

業の解消を図るためには、各事業場ごと

に労働時間の管理の責任者を明確にして

おくことが必要である。特に、賃金不払

残業が現に行われ、又は過去に行われて

いた事業場については、例えば、同じ指

揮命令系統にない複数の者を労働時間の

管理の責任者とすることにより牽制体制

を確立して労働時間のダブルチェックを

行うなど厳正に労働時間を把握できるよ

うな体制を確立することが望ましい。  

   また、企業全体として、適正な労働時

間の管理を遵守徹底させる責任者を選任

することも重要である。  

  ② 労働時間の管理とは別に、相談窓口を

設置する等により賃金不払残業の実態を

積極的に把握する体制を確立することが 

   重要である。その際には、上司や人事

労務管理担当者以外の者を相談窓口とす

る、あるいは企業トップが直接情報を把

握できるような投書箱（目安箱）や専用

電子メールアドレスを設けることなどが

考えられる。  

  ③ 労働組合においても、相談窓口の設置

等を行うとともに、賃金不払残業の実態

を把握した場合には、労働組合としての

必要な対応を行うことが望まれる。 
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